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■７０歳以上に関する変更内容 

１．負担割合 

 現役並み所得者の負担割合が変更になります。 

所得区分（課税所得） 2006 年 9 月まで 2006 年 10 月から 

現役並み所得（145 万円以上） ２割 ３割 

一般所得（145 万円未満） １割 １割 

低所得（非課税世帯） １割 １割 

 

２．入院負担上限額 

 入院時における負担上限額が変更になります。 

所得区分 2006 年 9 月まで 2006 年 10 月から 

現役並み所得 

（※経過措置） 

72,300 円＋定率分 

(医療費－361,500 円)×1% 

〔40,200 円〕 

80,100 円＋定率分 

(医療費－267,000 円)×1% 

〔44,400 円〕 

一般所得 40,200 円 44,400 円 

低所得Ⅱ 24,600 円 非課税世帯 

低所得Ⅰ 15,000 円 

  〔 〕内は、過去 12 ヶ月間に 4 回以上高額療養費に該当した場合の 4 回目以降の自己負

担限度額です。 

 

 ※経過措置…現役並み所得の場合経過措置があります。2006 年 8 月から 2008年 7 月末まで 

所得区分 対象者 措置内容 

課税所得金額 213 万円未満 現役並み所得 

213 万円以上で収入 621 万円未満 

入院時の負担上限が一般所

得と同じ 

非課税者 65 才以上で所得が 125 万円以下の課税

者がいるため一般所得になる非課税者 

非課税の者だけ低所得Ⅱ

（Ⅰ）とする 

 

３．外来負担上限額 

 外来における負担上限額が変更になります。 

所得区分 2006 年 9 月まで 2006 年 10 月から 

現役並み所得 40,200 円 44,400 円 

一般所得 12,000 円 

低所得（非課税世帯） 8,000 円 

 

 

２００６年（平成１８年）１０月からの改定について 
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４．療養病床入院食費居住費負担（入院時生活療養費） 

 療養病床入院時の食費が変更になり、居住費（環境療養費）負担が新設されます。 

（対象患者）療養病床に入院する７０歳以上の高齢者（６５歳以上の老人医療受給対象者 

      を含む） 

（一般患者の食費居住費負担） 

       区  分   生活療養標準負担額 

入院時生活療養費（１）を算定する

医療機関に入院している者 

（食費） １食につき 460 円 

（居住費）１日につき 320 円 

一 般 

入院時生活療養費（２）を算定する

医療機関に入院している者 

（食費） １食につき 420 円 

（居住費）１日につき 320 円 

①低所得者２（市長村民税非課税の

世帯に属する方等）（②③以外の患

者） 

（食費） １食につき 210 円 

（居住費）１日につき 320 円 

②低所得者１（年金収入８０万円以

下等）（③以外の患者） 

（食費） １食につき 130 円 

（居住費）１日につき 320 円 

低所得者 

（住民税非

課税） 

③低所得者１（老齢福祉年金受給者） 

 

（食費） １食につき 100 円 

（居住費）１日につき   0 円 

 

（難病等の入院医療の必要性の高い患者（※注１）の食費居住費負担） 

       区  分   生活療養標準負担額 

入院時生活療養費（１）を算定する

医療機関に入院している者 

（食費） １食につき 260 円 

（居住費）１日につき   0 円 

一 般 

入院時生活療養費（２）を算定する

医療機関に入院している者 

（食費） １食につき 260 円 

（居住費）１日につき   0 円 

①低所得者２・９０日以下（市長村

民税非課税の世帯に属する方等）（③

以外の患者） 

（食費） １食につき 210 円 

（居住費）１日につき   0 円 

 

②低所得者２・９０日超（市長村民

税非課税の世帯に属する方等）（③以

外の患者） 

（食費） １食につき 160 円 

（居住費）１日につき   0 円 

 

低所得者 

（住民税非

課税） 

③低所得者１（年金収入８０万円以

下等） 

（食費） １食につき 100 円 

（居住費）１日につき   0 円 

 注１ 入院医療の必要性の高い患者（※）の生活療養標準負担額については、現行の食事 

療養標準負担額と同額となります。 

（※）診療報酬上の医療区分２又は３の患者（人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や、 

難病等の患者） 

回復期リハビリテーション病棟入院料、入院日数１４日以内の期間に係る診療所老人 

医療管理料又は短期滞在手術基本料２を算定する患者 
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■高額療養費に関する変更内容（７０歳未満） 

１．自己負担限度額 

 自己負担限度額が変更になります。 

所得区分 2006 年 9 月まで 2006 年 10 月から 

139,800 円＋(医療費－

466,000 円)×1% 

〔77,700 円〕 

150,000 円＋(医療費－

500,000 円)×1% 

〔83,400 円〕 

現役並み所得 

基準年間所得 670 万円以上 基準年間所得 600 万円以上 

一般所得 72,300 円＋(医療費－

241,000 円)×1% 

〔40,200 円〕 

80,100 円＋(医療費－

267,000 円)×1% 

〔44,400 円〕 

非課税世帯 35,400 円 

〔24,600 円〕 

 〔 〕内は、過去 12 ヶ月間に 4 回以上高額療養費に該当した場合の 4 回目以降の自己負担

限度額です。 

 

２．長期高額療養費 

 人工透析患者（慢性腎不全）の負担上限額 10,000 円が上位所得世帯のみ変更になります。 

所得区分 2006 年 9 月まで 2006 年 10 月から 

10,000 円まで 人工透析患者（慢性腎不全） 

20,000 円まで 

現役並み所得 

上位所得世帯？ 

10,000 円まで 血友病、後天性免疫不全症候群 

10,000 円まで 

一般所得・非課税世帯 10,000 円まで 

 ※特定疾病の負担上限適用のためには、療養受領証の申請が必要となります。 
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１．高齢者３割負担の対応 

 

（１） 保険番号マスタ 

マスタ更新を行います。 

保険番号マスタに老人三割のマスタ（保険番号 027、支払区分 03）が登録されます。 

 

（２） 患者登録 

① 補助区分 

前期高齢者の場合の補助区分は以下のとおり該当する区分（主保険の有効開始日が 2006

年 10 月 1 日以降）を入力します。 

  国保について変更はありません。 

  社保について 

   ７：前期高齢者 ３割 

   ９：前期高齢者 １割 

   Ａ：前期高齢者 １割 職務上 ・・・船員保険 

   Ｂ：前期高齢者 １割 下船３月・・・船員保険、共済組合保険 

   Ｃ：前期高齢者 １割 通勤災害・・・船員保険 

   Ｇ：前期高齢者 ３割 職務上 ・・・船員保険 

   Ｈ：前期高齢者 ３割 下船３月・・・船員保険、共済組合保険 

   Ｉ：前期高齢者 ３割 通勤災害・・・船員保険 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定対応方法について 
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② 前期高齢者で老人保健がない場合 

主保険の補助区分が２割の場合は、2006 年 10月 1 日より３割へ切り替えます。 

 

  「保険組合せ」ボタン（Ｆ５キー）、または「登録」ボタン（Ｆ１２キー）を押します。 

開始日が平成 18 年 10 月 1 日より前なので、平成 18年 10月 1 日から負担割合３割へ変更

を行うための確認メッセージを表示します。 

 

  「ＯＫ」ボタン（Ｆ１２キー）を押します。 
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  平成 18 年 10 月 1 日から補助区分３割で作成します。9月 30 日までは補助区分２割で登録

され保険組合せも作成されます。 

 

  注意 国保組合の場合は、保険者によって８割給付の場合がありますので、このような切

り替え動作はしません。また、継続区分が設定されている場合も同様です。 
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③ 老人保健を受給している場合 

公費の種類が老人二割である場合は、2006 年 10月 1 日より老人三割へ切り替えます。 

 

  「保険組合せ」ボタン（Ｆ５キー）、または「登録」ボタン（Ｆ１２キー）を押します。 

開始日が平成 18 年 10 月 1 日より前なので、平成 18年 10月 1 日から負担割合３割へ変更

を行うための確認メッセージを表示します。 

 

  「ＯＫ」ボタン（Ｆ１２キー）を押します。 
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  平成18年10月1日から老人三割を作成します。9月30日までは老人二割で登録されます。 

 

  老人保健については、開始日が 2006年 10月 1 日以降で老人二割を登録することはできま

せん。公費の種類の中には老人二割がありますが選択してもエラーとなります。 
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④ 国保３割負担の者が 2006 年 10 月 1 日以降に前期高齢者となる場合 

 

  2006 年 10 月 1 日以降に前期高齢者となる場合は負担割合を変更する確認メッセージが表

示されません。保険証を確認の上、１割負担である場合は３割負担の登録を平成 18 年 9

月 30 日までとし、保険追加で平成 18 年 10 月 1 日を開始日とした１割負担の登録を行っ

てください。 

  なお、2006 年 10月 1 日以降も３割負担の場合は特に変更登録する必要はありません。 
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（３） 診療行為 

① １－（２）－④のような場合のチェック 

 

  平成 18 年 9 月 1 日に前期高齢者となる場合、保険の確認年月日が前期高齢者となる日よ

り前の場合、診療行為から呼び出すときに確認メッセージを表示する。 
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② 高齢者２割負担のチェック 

前期高齢者で補助区分に２割負担が登録されている、あるいは老人保健で２割負担が登録

されている状態で患者呼び出しを行うとメッセージを表示する。 

 

  注意 患者登録で３割負担となるように変更登録を行わないと診療行為の入力はできま

せん。 

 

（４） 処方せん 

 高齢者３割負担の場合は、備考欄に（高７）と記載します。 

 

２．高齢者の自己負担限度額変更の対応 

 

 外来：高齢者３割＋在総診（経過措置対象者以外） 

     ４０２００円 → ４４４００円 

    高齢者の公費負担医療に係る患者負担上限額（全国公費） 

     低所得者２  ８０００円を設定   ← 改正と関係なし 

     低所得者１  ８０００円を設定   ← 改正と関係なし 

入院：高齢者３割（経過措置対象者以外） 

     ７２３００円＋（総医療費－３６１５００）×１％ 

      ↓ 

     ８０１００円＋（総医療費－２６７０００）×１％ 

    高齢者３割（経過措置対象者） 

     ４０２００円 → ４４４００円 

    高齢者１割（一般） 

     ４０２００円 → ４４４００円 

    高齢者の公費負担医療に係る患者負担上限額（全国公費） 

     ４０２００円 → ４４４００円 

     低所得者２  ２４６００円を設定  ← 改正と関係なし 

     低所得者１  １５０００円を設定  ← 改正と関係なし 

 

注意 １０月以降２割がある場合、３割と同様の上限額を設定しています。（不明の為） 

以下の地方公費分については、１０月以降の入院－月上限額の内部金額設定計算式を
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修正していますので、保険番号マスタの見直しが必要です。 

  ・北海道、千葉、京都、大阪、岡山、広島の保険番号”２４１” 

  ・群馬の保険番号”２５５” 

 

    ＜計算式＞ 

     保険番号マスタの入院－月上限額＋（総医療費－３６１５００）×１％ 

      ↓ 

     保険番号マスタの入院－月上限額＋（総医療費－２６７０００）×１％） 

 

３．高額療養費変更の対応 

 

 自立支援医療において、中間所得層で上限が医療保険の自己負担限度額の場合、かつ、高齢

者でない場合、上限額を以下の計算式で算出します。 

 

７２３００円＋（総医療費－２４１０００）×１％ 

   ↓ 

８０１００円＋（総医療費－２６７０００）×１％ 
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４．長期高額療養費の７０歳未満の上位所得者自己負担限度額変更の対応 

 

（１） 保険番号マスタ 

マスタ更新を行います。 

保険番号マスタに負担限度額 20000 円とするマスタ（保険番号 974）が登録されます。 

 

（２） 患者登録 

 該当する場合は、公費欄の公費の種類に「長期（上位」を登録します。 
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（３） 診療行為 

 自己負担は 20000 円を上限として計算します。 
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５．療養病床入院食費居住費負担の対応 

 

① システム管理設定 

入院時生活療養費（１）又は（２）の判定はシステム管理「5000 医療機関情報－入院基本」

入院時食事療養費の設定に準じて内部的に行います。（特別な設定は不要です） 

 

② 低所得１患者の取扱いについて【重要】 

 低所得１の患者（入院医療の必要性の高い患者以外）については、老齢福祉年金受給対象 

 であれば生活療養費の標準負担額が軽減されますが、患者情報に判定する項目が存在しな 

かった為、ｖｅｒ３．２より「患者登録画面」の所得者情報に“老齢福祉年金受給者証” 

の判定用項目を追加しました。（下画面例の赤矢印の箇所） 

 

 

既に低所得１が登録されている患者についてはｖｅｒ３．２にバージョンアップ時に、 

患者の生年月日から判定を行い老齢福祉年金受給者証の“無し”、“有り”を自動設定を 

行います。（判定条件：老齢福祉年金制度の受給対象条件に基づいて生年月日が明治４４ 

年４月１日以前で低所得１が登録されている患者については老齢福祉年金受給者証“有り” 

をセットします） 

※自動判定による設定なので、必ず医療機関の窓口で老齢福祉年金受給者証の確認を 

行い必要があれば設定を行ってください。 
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 バージョンアップ時に老齢福祉年金受給者証が“有り”に自動設定された患者を検索する 

には、「13 照会」業務 より、基本情報画面の生年月日欄終了条件に“Ｍ４４０４０１” 

を入力し、画面右下部の低所得者選択を“１ 低所得者１”にした後、検索ボタン（Ｆ１２） 

を押下します。 

 

 

 検索ボタン（Ｆ１２）を押下し、検索が終了すると検索結果画面が表示されますから、 

 対象者を確認してください。印刷ボタン（Ｆ１２）でリスト出力も可能です。 
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③ 入院時生活療養費の対象患者が新規入院登録する場合の処理 

 平成１８年１０月１以降に７０歳以上の高齢者が療養病床に新規入院する場合は、入退院 

 登録画面の入院料選択欄で以下の入院料から選択を行い登録処理を行ってください。 

 

入院登録画面（病院での画面例） 

 

 
 

入院料選択欄は患者の年齢が７０歳以上であるか老人保健を持つ患者については、 

自動的に生活療養の入院料を初期表示する仕様としていますが、変更が必要な場合は 

入力者による選択登録を行ってください。 

 

 

④ ９月３０日以前から入院継続中である高齢患者の処理について 

 ９月３０日以前から入院中の高齢患者が１０月１日より入院時生活療養費の算定対象患者 

となる場合は、入院料の変更に伴い入院会計データを書き換える必要がある為、入退院登 

録画面で転科、転棟、転室処理を行ってください。 

この場合、異動日は制度が開始となる“H181001”（平成１８年１０月１日）を入力し、入 

院料選択欄で生活療養に該当する入院料を設定して異動処理を行ってください。 

 処理終了後に入院会計画面で入院料が変更されていることを確認してください。 

 （次頁の別表１参照） 
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 （別表１）生活療養算定時の入院基本料 

     入  院  料  算定点数 

療養病棟入院基本料２（入院基本料Ａ）（生活療養）   １７２６点 

療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｂ）（生活療養）   １３３０点 

療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｃ）（生活療養）   １２０６点 

療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｄ）（生活療養）    ８７１点 

療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｅ）（生活療養）    ７５０点 

療養病棟入院基本料２（特別入院基本料）（生活療養）    ５４９点 

 

 

 

 病院 

回復期リハビリテーション病棟入院料（生活療養）   １６６６点 

有床診療所療養病床入院基本料２（入院基本料Ａ） 

（生活療養） 

   ９６１点 

有床診療所療養病床入院基本料２（入院基本料Ｂ） 

（生活療養） 

   ８５７点 

有床診療所療養病床入院基本料２（入院基本料Ｃ） 

（生活療養） 

   ７５０点 

有床診療所療養病床入院基本料２（入院基本料Ｄ） 

（生活療養） 

   ５８８点 

有床診療所療養病床入院基本料２（入院基本料Ｅ） 

（生活療養） 

   ５０６点 

有床診療所療養病床入院基本料２（特別院基本料） 

（生活療養） 

   ４３６点 

診療所老人医療管理料（１４日以内）（生活療養）   １０６６点 

 

 

 

 

 

 診療所 

診療所老人医療管理料（３０日を経過しない再入院）

（生活療養） 

   ６３１点 

病院・診療所 

共通 

短期滞在手術基本料２（生活療養）   ４７７２点 

 

 

 （別表２）生活療養算定時の食事療養費、環境療養費 

入院時生活療養（１）食事療養 ５５４円／食 

入院時生活療養（１）環境療養 ３９８円／日 

入院時生活療養（２）食事療養   ４２０円／食 

入院時生活療養（２）環境療養   ３９８円／日 

特別食加算（生活療養）    ７６円／食 

食堂加算（生活療養）    ５０円／日 
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⑤ 入院時生活療養費算定時の請求確認業務について 

 入院時生活療養費制度に伴い、請求確認画面について表示項目を追加しました。 

 新たに追加された表示項目：生活療養費 

             生活負担額 

 表示項目追加を行った業務（画面）：入退院登録（退院処理時の請求確認画面） 

                  収納（請求確認画面） 

                  定期請求（請求確認画面） 

                  退院時仮計算（請求確認画面） 

 

 画面表示例（退院処理時の請求確認画面での表示） 
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⑥ 請求書兼領収書の対応について 

 “食事負担額”の表示項目を“食事・生活負担額”の表示とし、 

食事の標準負担額、入院時生活療養費の標準負担額を合算記載します。 

 

⑦ 診療費明細書、会計カードの対応について 

  入院時生活療養費（食事療養費、環境療養費）の記載に対応しています。 

 

⑧ 療養病床入院患者の医療区分・ＡＤＬ区分の入力方法について 

 療養病床入院患者についてレセプト摘要欄記載を行う為の医療区分・ＡＤＬ区分の登録が可

能となりました。 

 入力画面には入院会計照会画面より遷移を行います。 
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画面上段のコラムリスト（以下療養情報コラムリスト）には確認項目として現在算定中の入院

料および日毎の医療区分、ＡＤＬ点数を表示します。 

 

 

 

入院料 日毎の入院料を表示します。入院基本料Ａ～Ｅを算定している日は“Ａ”

～“Ｅ”を表示します。特別入院基本料の場合は“特”を表示します。

療養病床の入院料でない日については“・”を表示します。 

医療区分 下段のコラムリスト（以下医療区分・ＡＤＬ区分コラムリスト）の入力

内容を元に日毎の医療区分を表示します。月内すべて同じ医療区分の場

合は☆欄に医療区分を表示します。 

ＡＤＬ点数 医療区分・ＡＤＬ区分コラムリストの入力内容を元に日毎のＡＤＬ点数

を表示します。月内すべて同じＡＤＬ点数の場合は☆欄にＡＤＬ点数の

表示を行います。 

 

医療区分・ＡＤＬ区分コラムリストには医療区分、ＡＤＬ区分の入力内容を表示します。 

 

 

 

医療区分 該当する項目を評価した日について“１”を表示します。 

頻度が定められていない項目を評価した場合は☆欄に“１”を表示しま

す。 

ＡＤＬ区分 該当日のＡＤＬ点数を表示します。１か月を通じて変化のない場合は☆

欄に点数を表示します。 
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医療区分・ＡＤＬ区分コラムリストへの入力は画面下の入力欄より行います。 

入力方法は会計照会のカレンダー入力と同じです。 

医療区分の各項目は評価した日に“１”を入力します。 

ＡＤＬ区分の各項目は該当日のＡＤＬ点数を入力します。 

医療区分の頻度が定められていない項目は☆欄に入力します。また、ＡＤＬ点数が１か月を通

じて変化のない場合も☆欄に入力します。 

一括修正欄より☆欄の入力を行う場合は○／０と入力します（○には医療区分の場合は”1”

が、ＡＤＬ区分の場合はＡＤＬ点数が入ります）。 

 

 

 

医療区分・ＡＤＬ区分登録画面では複数の項目を一度に選択して入力を行うことが可能です。 

複数選択を行う場合、以下の２通りの方法で選択番号の入力を行います。 

・範囲指定（１－５等） 

・番号指定（１，３，５等） 

また、これらを組み合わせた入力も可能です。 

 

 

選択された項目は番号の横に“＊”が表示されます。 

 

日毎の入力を行った後、変更確定ボタンを押すと選択項目すべてに入力内容が反映されます。 
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複数選択時には入力のある日の内容のみを各項目に反映します。 

また、設定を初期化したい日には０を入力します。 
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医療区分・ＡＤＬ区分コラムリストに表示する医療区分は各医療機関の運用に応じて表示する

項目をシステム管理｢5014 医療区分表示情報｣より選択することができます。 

 

 

⑨ 診療報酬明細書（レセプト）、レセプト電算処理の対応について 

  入院時生活療養費（食事療養費、環境療養費）のレセプト記載については、 

１０月下旬提供予定の次回パッケージ（ｖｅｒ３．３）で対応予定です。 

 

 

 

 

 

 


